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平成 22 年 10 月 8 日 

各      位                                  

会 社 名  株式会社ジー・テイスト 

代 表 者 名 代表取締役社長  稲吉史泰 

  （ J A S D A Q ・ コ ー ド  2 6 9 4 ） 

問 合 せ 先  常 務 取 締 役  川上 一郎 

  （ T E L  0 2 2 － 2 3 7 － 5 5 6 6 ） 

 

（訂正）「第三者割当により発行される第 2 回新株予約権、第 3 回及び第 4 回並びに第 5 回 

無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ 
 

 平成 22 年 10 月４日に発表いたしました「第三者割当により発行される第 2回新株予約権、第 3回及び第 4回並びに

第 5回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」の記載内容につきまして、一部誤りがありました

ので下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所につきましては、  線で表示しております。 

 

記 

 

① 13 ページ  5. 発行条件等の合理性 (1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

（訂正前） 

第 2回新株予約権 

（前略） 

なお、新株予約権の発行価額は、第三者機関である東京フィナンシャル・アドバイザー株式会社（東京都千代

田区永田町一丁目 11 番 26 号 相互永田町ビルディング 2 階 代表取締役 能勢 元）に算定を依頼した上で

決定しております。 

（後略） 

 

第 3回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（前略） 

なお、本社債に付された新株予約権の公正価値は、第三者機関である東京フィナンシャル・アドバイザー株式

会社（東京都千代田区永田町一丁目 11 番 26 号 相互永田町ビルディング 2 階 代表取締役 能勢 元）に算

定を依頼した上で決定しております。 

（後略） 
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（訂正後） 

第 2回新株予約権 

（前略） 

なお、新株予約権の発行価額は、第三者機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社（東京都千

代田区永田町一丁目 11 番 26 号 相互永田町ビルディング 2 階 代表取締役 能勢 元）に算定を依頼した上

で決定しております。 

（後略） 

 

第 3回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（前略） 

なお、本社債に付された新株予約権の公正価値は、第三者機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株

式会社（東京都千代田区永田町一丁目 11 番 26 号 相互永田町ビルディング 2 階 代表取締役 能勢 元）に

算定を依頼した上で決定しております。 

（後略） 

 

 

② 29 ページ  第 2回新株予約権 発行要項 

（訂正前） 

19. 新株予約権の行使制限 

(1)   当社は本新株予約権者に対し、10取引日前までに書面で通知することにより、本新株予権を行使する

ことができない期間（以下「行使停止期間」という。）を指定することができる。ただし、行使停止

期間として指定可能な期間は平成24年9月22日までとする。 

 

（訂正後） 

19. 新株予約権の行使制限 

(1)   当社は本新株予約権者に対し、10取引日前までに書面で通知することにより、本新株予権を行使する

ことができない期間（以下「行使停止期間」という。）を指定することができる。ただし、行使停止

期間として指定可能な期間は平成24年9月25日までとする。 

 

以上 


